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１． 都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令

第３６条第１項第３号ホに関する

判  断  基  準
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都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令

第３６条第１項第３号ホに関する判断基準

(目的) 
第１ この基準は、都市計画法(以下｢法｣という。)第３４条第１４号及び同法施

行令(以下｢令｣という。)第３６条第１項第３号ホの判断について必要な事項

を定めることにより、法の適正な運用を図ることを目的とする。

(運用原則) 

第２ この基準は、法の基本理念及び市街化調整区域設定の趣旨に鑑み、申請

に係る開発行為又は建築物の建築を市街化調整区域内で行うことが必要、

かつ、やむを得ないと認められる場合に限り適用するものとする。

２．申請に係る予定建築物（以下｢予定建築物｣という。）の用途は、開発又は

建築をしようとする土地（以下｢予定地｣という。）を含む市の土地利用計画

等に支障をきたすものであってはならない。

(市街化の促進性) 
第３ 法第３４条第１４号及び令第３６条第１項第３項ホに規定する｢周辺に

おける市街化を促進するおそれがない｣とは、次の各号のいずれかに該当

すると認められる場合をいう。

（１） 予定建築物が立地することにより、予定地周辺において新たな公共・

公益施設の需要が誘発されないこと又はそのおそれがないこと。

（２） 予定建築物が立地することにより、予定地周辺の現況土地利用が増

進される等大きな変化をもたらさないこと又はそのおそれがないこと。

２．前項の規定は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、判断するもの

とする。

(１) 予定建築物の位置

(イ) 予定地周辺の市街化状況

(ロ) 予定地の土地の現況

(ハ) 予定地の土地利用計画等に関する市又は府の意向

(２) 予定建築物の用途及び規模

(イ) 距離的条件

(ロ) 目的及び対象

(ハ) 既存建築物との関連性
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(市街化区域内開発の困難性又は不適当性) 
第４ 法３４条第１４号及び令第３６条第１項第３号ホに規定する｢市街化区

域内で行うことが困難又は著しく不適当｣とは、次の各号のいずれかに該当

する場合をいう。

（１） 予定建築物の用途、目的、規模等からみて、市街化区域内に立地する

ことが物理的に困難又は著しく不適当であること。

（２） 予定地を長期に所有又は使用しており、新たに市街化区域内に土地を

取得することが経済的に困難又は著しく不適当であること。

（３) 日常生活、経済取引の態様等から判断し、予定地以外に立地すること

が客観的に困難又は著しく不適当であると認められること。

（４） 予定建築物の用途、目的、規模等からみて、予定地周辺における建築

物の立地集積状況、道路等公共施設の整備状況その他の地域の実情から

判断し、予定地に立地することがやむを得ないものと認められること。

２.前項の規定は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、判断するものとする。

(１) 生活圏又は経済圏

(２) 距離的条件

(３) 目的及び対象

(４) 予定建築物の周辺への環境上の影響度

(５) 土地保有の状況

(制 限) 
第５ 予定地は、原則として次の各号に定める区域を含んではならない。ただ

し、開発区域又は法第４３条第１項に規定する区域及びこれらの区域の周

辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

（１） 自然公園法(昭和３２年法律第１６１号)第２条第１項第１号に規定する

自然公園の区域

（２） 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和４２年法律第１０３号)第
５条第１項に規定により指定された近郊緑地保全区域

（３） 建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)に基づき指定を受けた災害危

険区域

（４） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和４４年法律第５７

号)に基づき指定を受けた急傾斜地崩壊危険区域

（５） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平
成１２年法律第５７号)によって指定を受けた土砂災害特別警戒区域及び



- 6 - 

土砂災害警戒区域

（６） 河川法（昭和３９年法律第１６７号）に基づき指定を受けた河川区域

（７） 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成１４年法律

第８８号) 第２８条第１項の規定により指定された鳥獣保護区

（８） 文化財保護法(昭和２５年法律第２１４号)第２条第１項各号に規定す

る文化財包蔵地等で保全を必要とする区域

（９）その他市長が必要と認める区域

(提案基準) 
第６ 開発審査会に付議するため、この基準の定めるところに従い、あらかじ

め提案基準を定めることができる。

附則

(施行期日) 
この基準は、平成１７年 ４月 １日から施行する。

(施行期日) 
この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。

(施行期日) 
この基準は、令和５年 ４月１０日から施行する。
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２． 提 案 基 準
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＜提案基準１＞

市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する世帯等が

通常の分化発展の過程で必要な住宅を建築する場合等の取り扱い

(趣 旨) 
第１ この基準は、｢都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号

ホに関する判断基準｣(以下｢判断基準｣という。)第６の規定に基づき、市街化調整区

域において継続して生活の本拠を有する世帯等(｢基準世帯｣という。)が、その世帯の

通常の分化発展の過程で必要な住宅を建築する場合又は現に居住する住宅を移転す

る場合の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲) 
第２ 基準世帯の分化発展の過程で必要な住宅を建築する場合、基準世帯は、次の各号

のいずれかに該当しなければならない。

（１） 市街化調整区域に関する都市計画の決定（以下「線引き」という。）前から引き

続き生活の本拠を有する世帯。

（２） 市街化調整区域において２０年以上前から引き続き生活の本拠を有する世帯。

ただし、線引き後に適法に建築された建築物に居住する場合に限る。

（３） 市街化調整区域における集落に隣接する市街化区域に線引き前から引き続き生

活の本拠を有する世帯。

２. 住宅を建築する者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

なお、次の各号に該当する者と併せて、その者の婚姻予定者も住宅を建築する者と

なることができる。

（１） 基準世帯に現在居住している親族。

（２） 基準世帯に過去居住していた事実のある親族。

（３） 基準世帯からその世帯の通常の分化発展の過程で必要な住宅を建築した者と

現在同居しているその者の子。

（４） 基準世帯からその世帯の通常の分化発展の過程で必要な住宅を建築した者と

過去に同居していた事実のあるその者の子。

３. 住宅を建築する理由は、次の各号のいずれかに該当する等市長がやむを得ないと

認めるものであること。

ただし、基準世帯又は住宅を建築する者が市街化区域に土地を所有している場合

は、市街化区域内に住宅を建築することが困難又は著しく不適当である旨を明らか
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にしなければならない。

⑴ 婚姻により独立した世帯を構成するとき。

⑵ 定年、退職等により転居せざるを得ないとき。

⑶ 現に居住している住居について過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情があ

るとき。

⑷ 疾病等の理由により転地するとき。

⑸ Ｕターン等により故郷に定住するとき。

第３ 基準世帯が居住する住宅を移転する場合、基準世帯は、第２第１項各号のいずれ

かに該当しなければならない。

２ 移転する理由は、次の各号のいずれかに該当する等市長がやむを得ないと認めるも

のであること。

ただし、基準世帯が市街化区域に土地を所有している場合は、市街化区域内に移

転することが困難又は不適当である旨を明らかにしなければならない。

⑴ 接続道路が狭隘であるとき。 

⑵ がけ崩れ又は出水のおそれがあるなど敷地の安全性の確保が困難なとき。 

⑶ 現に居住している住居について過密、狭小の事情があるとき。 

 （親族の範囲） 

 第４ 親族の範囲は、原則として基準世帯の世帯主の三親等以内の血族とする。 

   ただし、合理的事情が認められる場合にあっては、民法第 725 条に定める親族の範

囲に該当する者とする。 

（立 地） 

第５ 申請に係る土地（以下「申請地」という。）は、次の各号のいずれにも該当しなけ

ればならない。 

 ⑴ 基準世帯が居住する住宅が存在する集落又はその周辺に存すること。 

⑵  判断基準５に定める区域に存しないこと。  

（申請地の所有権） 

第６ 申請地は、基準世帯の分化発展の過程で必要な住宅を建築する者又は住宅を移転

する者が線引き前から所有（相続登記手続中も含む。）しているか、又は基準世帯が

線引き前から所有していた土地の所有権を基準世帯の分化発展の過程で必要な住宅

を建築する者が贈与により取得できること。 

ただし、申請地の全部が既存集落内にあり、かつ、基準世帯の分化発展の過程で

必要な住宅を建築する者又は住宅を移転する者が許可申請時点で申請地を所有して

いるか（農地については３年以上所有していること）又は線引き後に申請地を所有

した基準世帯から土地の所有権を通常の分化発展の過程で必要な住宅を建築する者

が贈与により取得できる場合（農地については、基準世帯が取得してから３年以上
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経過していること。）はこの限りでない。 

 この場合、既存集落とは、原則として半径１００ｍの円形、長辺３００ｍ、短辺１

００ｍの長方形又は長辺６００ｍ、短辺５０ｍの長方形の範囲内に３０以上の建築

物の敷地が存する集落をいう。 

（用 途） 

第７ 申請に係る建築物は、自己の居住のための一戸建専用住宅であること。 

（その他） 

第８ 申請者は、過去に本基準を適用し住宅を建築していないこと。 

（附 則） 

この基準は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

(施行期日) 
この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。
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<提案基準２> 

５０以上の建築物が連たんしている地域において 

自己用住宅を建築する場合の取り扱い

（趣 旨) 

第１ この基準は、「都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホ

に関する判断基準」（以下「判断基準」という。）第６の規定に基づき、市街化調整区

域の５０以上の建築物が連たんしている地域における自己用住宅の取扱いについて必

要な事項を定めるものとする。 

（定 義） 

第２ 「５０以上の建築物が連たんしている地域」とは、おおむね５０以上の建築物が連

たんしており、地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活に係

る文教、交通、利便、コミュニティ、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会

的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成している地域をいう。 

（適用の範囲） 

第３ 申請に係る土地は、住宅を建築する者（以下「申請者」という。）が「線引き」前よ

り所有している土地又は、「線引き」後に次の各号のいずれかにより取得した土地であ

ること。 

   なお、贈与等の場合申請者は、当該贈与時点における当該所有者の推定される法定

相続人である者に限る。 

⑴ 線引き前より土地を所有している者からの相続若しくは贈与。 

⑵ 前号により土地を取得した者からの相続若しくは贈与。 

 ２ 申請に係る土地は、判断基準第５に定める区域内に存しないこと。 

（住宅建築の必要性） 

第４ 申請者が住宅を建築する理由は、次の各号のいずれかに該当する等市長がやむを得

ないと認めるものであること。 

⑴ 婚姻により独立した世帯を構成するとき。 

⑵ 定年、退職等により転居せざるを得ないとき。 

⑶ 現に居住している住居について過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情がある

とき。 

   ⑷  疾病等の理由により転地するとき。 
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⑸  Ｕターン等により故郷に定住するとき。   

（用 途） 

第５ 申請に係る建築物は、自己の居住のための一戸建専用住宅であること。 

（予定建築物の規模） 

第６ 予定建築物の建ぺい率は６０パーセント以下で、かつ、高さは１０メートル以下と

しなければならない。 

（附 則） 

  この基準は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

(施行期日) 

この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。
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<提案基準３> 

既存工場の用途変更の取扱い 

（趣 旨） 

第１ この基準は、「都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホ

に関する判断基準」（以下「判断基準」という。）第６の規定に基づき、既存工場の用

途変更の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（適用の範囲） 

第２ この基準は、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。 

⑴ 既存工場の建築物の形状の変更を行わずに、異なる業種の工場へ用途変更すると

き。 

⑵ 既存工場の建築物の全部又は一部を除却した後、同一敷地内において建築物を建

築し、異なる業種の工場へ用途変更するとき。 

２ 既存工場は、市街化調整区域に関する都市計画が決定された際、既に建築されてい

た工場又はその決定後知事又は市長の許可を受けて建築されたものでなければなら

ない。 

（用 途） 

第３ 用途変更後の用途は、準工業地域において建築することができる工場であって、か

つ、周辺環境を著しく悪化させないものであること。 

（立 地） 

第４ 申請にかかる土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

⑴ 市及び府の土地利用計画から判断して支障がないこと。 

⑵ 道路等の公共公益施設及びこれらの施設の計画に支障がないこと。 

⑶ 判断基準第５に定める区域内に存しないこと。 

（申請に係る建築物の規模） 

第５ 申請に係る建築物の建ぺい率及び容積率は、各々６０パーセント、２００パーセン

トで、かつ、延床面積は、原則として、従前の１．５倍以下としなければならない。 

（附 則） 

  この基準は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

(施行期日) 

この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。
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<提案基準４> 

既存工場の増築を目的とする開発行為の取扱い 

（趣 旨） 

第１ この基準は、「都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令（以下「令」という 

第３６条第１項第３号ホに関する判断基準」（以下「判断基準」という。）第６の規 

定に基づき、既存工場の増築を目的とする開発行為の取扱いについて、必要な事項 

を定めるものとする。 

（適用の範囲） 

第２ この基準に係る工場は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。 

 ⑴  市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区 

域が拡張された際すでに存し、継続して存在していること。 

 ⑵  市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区 

域が拡張された後、適法に建築されたもので、原則として築後１０年以上継続して存 

在していること。 

（建築の必要性） 

第３ 既存工場の増築について、事業活動の効率化又は公害防止、防災、操業時の安全対 

策等の上でやむを得ない事情が認められる等市長がやむを得ないと認めるものである 

こと。 

（用 途） 

第４ 申請に係る建築物（以下「予定建築物」という。）は、準工業地域において建築する

ことができる工場であること。 

（立 地） 

第５ 申請に係る土地（以下「申請地」という。）は、次の各号のいずれにも該当しなけれ 

ばならない。 

⑴ 府及び市の土地利用計画から判断して支障がないこと。 

⑵ 道路、公園等の公共施設及び上水道等の公益施設並びにこれらの施設の計画に支障

がないこと。 

⑶ 判断基準第５に定める区域内に存しないこと。 

（予定建築物の規模） 

第６ 予定建築物の延床面積は、原則として従前の１．５倍以下であること。 
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（予定建築物の敷地規模） 

第７ 申請地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

⑴ 従前の敷地と拡張に係る敷地の合計は、原則として従前の１．５倍以下であり、か

つ、拡張に係る敷地面積が 1 ha 以下であること。 

⑵ 従前の敷地と拡張に係る敷地について一体的な土地利用であることが認められるこ

と。 

（附 則） 

  この基準は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

(施行期日) 

この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。
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<提案基準５> 

既存建築物の敷地における一戸建専用住宅等 

の建築を目的とする開発行為等の取扱い 

（趣 旨） 

第１ この基準は、「都市計画法第３４条１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホに

関する判断基準」（以下「判断基準」という。）第６の規定に基づき、既存建築物の

敷地における一戸建専用住宅及び第一種低層住居専用地域内に建築することができ

る兼用住宅(建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号)第１３０号の３に規定

する住宅をいう。)（以下「一戸建専用住宅等」という。）の建築を目的とする開発

行為及び建築行為の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（適用の範囲） 

第２ この基準は、市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を 

変更してその区域が拡張された際すでに建築物の敷地として使用されていたことが確

認できる土地であり、かつ、引続き宅地である土地で、次の各号のいずれかに該当す

るものに適用する。 

⑴ 既存建築物の敷地の区画を変更せずに行う建築行為及び開発行為。 

⑵ 敷地の規模、形状等から一の建築物の敷地として行う建築行為よりも、より一層

好ましい住宅地形成ができるものと判断できる開発行為。 

（立 地） 

第３ 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

⑴ ５０以上の建築物が連たんしている地域内に存すること。 

⑵ 市及び府の土地利用計画から判断して支障がないこと。 

⑶ 道路、公園等の公共施設及び学校、上水道等の公益施設並びにこれらの施設の計

画に支障がないこと。 

⑷ 判断基準第５に定める区域内に存しないこと。 

（用 途） 

第４ 申請に係る建築物（以下「予定建築物」という。）は、一戸建専用住宅等であること。

ただし、幅員１２ｍ以上の道路（以下「幹線道路」という。）の沿道にあっては、小

売業を営む店舗（自己用住宅が付属するものを含む。以下「小売店舗」という。）も

対象とする。 
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（予定建築物の規模） 

第５ 予定建築物が一戸建専用住宅等である場合の規模は、次の各号のいずれにも該当し 

なければならない。 

⑴ 建ぺい率は５０パーセント以下であること。 

⑵ 容積率は１００パーセント以下であること。 

⑶ 高さは、１０メートル以下であること。 

⑷ 外壁の後退距離は、敷地境界線から１メートル以上であること。 

（予定建築物の敷地規模等） 

第６ 予定建築物の敷地規模等は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

⑴ 予定建築物が一戸建専用住宅等の場合の敷地面積は、１５０㎡以上とする。 

⑵ 予定建築物が小売店舗の場合の敷地面積は、５００㎡以上３，０００㎡未満とす

る。 

ただし、既存建築物の敷地の面積が５００㎡未満で、かつ、敷地の区画を変更せ

ずに行う場合は、この限りでない。 

⑶ 予定建築物が一戸建専用住宅等の場合は、幹線道路のみを建築基準法上の接道と

せず、かつ、幹線道路に面して車の出入口を設けないこと。 

⑷ 予定建築物が小売店舗の場合は、予定建築物の敷地外周長の１／１０以上が幹線

道路に接すること。 

（公共施設の帰属管理） 

第７ 開発行為により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地については、

市が帰属を受け、管理するものであること。 

（公共施設等の整備） 

第８ 公共施設等の整備については、別に定める技術基準に適合すること。 

（附 則） 

  この基準は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

(施行期日) 

この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。
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<提案基準６> 

既存建築物の用途変更を伴う建て替え 

を目的とする開発行為等の取扱い 

（趣 旨) 

第１ この基準は、「都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホ

に関する判断基準」（以下「判断基準」という。）第６の規定に基づき、既存建築物の

用途変更を伴う建て替えを目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて、必要

な事項を定めるものとする。 

（適用の範囲） 

第２ この基準は、次の各号のいずれかに該当する建築物の用途を変更して建て替えを行

う場合に適用する。 

⑴ 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその

区域が拡張された際すでに存し、継続して存在する建築物。 

⑵ 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその

区域が拡張された後、適法に建築されたもので、築後２０年以上経過した建築物。 

   ただし、次のア又はイのいずれかに該当する建築物は適用除外とする。 

   ア 法第２９条第１項第２号の規定に該当する農林漁業の用に供する倉庫。 

   イ 特定工作物等(法第４条第１１項に定める特定工作物、都市計画法施行令第１条

第２項第１号及び第２号に掲げる工作物でその規模が１ｈa未満のもの及びそれ

らに準ずるものをいう。)の付属建築物として法２９条に基づく許可又は法第４３

条に基づく許可（大阪府都市計画法施行条例第７条第３号）を受けた建築物。 

⑶ 都市計画法の一部を改正する法律(平成１２年法律第７３号)による改正前の都市

計画法第４３条第１項第６号の規定に該当し建築された建築物。 

２ 開発行為に該当する場合の開発区域は、原則として当該既存建築物の敷地全体（既 

存建築物の敷地全体を開発区域とする場合で、良好な住宅地を形成するため既存建築

物の敷地を分割して複数の敷地の設定を行う場合を含む。）とする。 

 ３ 既存建築物の敷地を拡大して行う開発行為は認めない。ただし、既存建築物の敷地 

が建築基準法第４３条の規定に適合しないため必要最小限の範囲内で敷地を拡大する 

場合等やむを得ないと認められる場合はこの限りでない。 
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（用 途） 

第３ 申請に係る建築物（以下「予定建築物」という。）は、一戸建専用住宅及び第一種低

層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅（建築基準法施行令(昭和２５年政

令第３３８号)第１３０条の３に規定する住宅をいう。）（以下「一戸建専用住宅等」と

いう。）であること。 

ただし、幅員１２ｍ以上の道路（以下「幹線道路」という。）の沿道にあっては、小

売業を営む店舗（自己用住宅が付属するものを含む。以下「小売店舗」という。）も対

象とする。 

（予定建築物の規模） 

第４ 予定建築物が一戸建専用住宅等である場合の規模は、次の各号のいずれかにも該当

しなければならない。 

⑴ 建ぺい率は、５０％以下であること。 

⑵ 容積率は、１００％以下であること。 

⑶ 高さは、１０ｍ以下であること。 

⑷ 外壁の後退距離は、敷地境界線から１ｍ以上であること。 

（予定建築物の敷地規模等） 

第５ 予定建築物の敷地規模等は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

⑴ 予定建築物が一戸建専用住宅の敷地面積は、１５０㎡以上とする。 

⑵ 予定建築物が小売店舗の場合の敷地面積は、５００㎡以上３，０００㎡未満とす

る。 

ただし、既存建築物の敷地の面積が５００㎡未満で、かつ、敷地の区画を変更せ

ずに行う場合は、この限りでない。 

⑶ 予定建築物が一戸建専用住宅等の場合は、幹線道路を建築基準法第４３条第１項

による接道としないこと。 

⑷ 予定建築物が小売店舗の場合は、予定建築物の敷地外周長の１／１０以上が幹線

道路に接すること。 

（公共施設の帰属管理） 

第６ 開発行為により設置された公共施設及び当該公共施設の用に供する土地については、

その公共施設の存する市に帰属し、管理されるものであること。 

（公共施設等の整備） 

第７ 公共施設等の整備については別に定める技術基準に適合すること。 

  なお、予定建築物が一戸建専用住宅等の場合で、かつ、申請に係る土地が５０以上建 

築物が連たんしている地域外に存する場合は、新たな道路の整備は認めないものとす 

る。 
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（附 則） 

この基準は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

（施行期日）

この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。

（施行期日）

この基準は、平成２７年 ４月２３日から施行する。
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<提案基準７> 

既存建築物が住宅及び工場以外である場合の用途変更 

及び用途変更を伴う建て替えを目的とする開発行為等 

の取扱い 

（趣 旨） 

第１ この基準は、都市計画法施行令第３６条第１項第３号ホの規定に関し、「都市計画法 

施行令第３６条第１項第３号ホ（市街化調整区域の建築物の用途変更について）に関 

する判断基準」（以下「判断基準」という。）に基づき、既存建築物が住宅（兼用住宅 

を含む。）及び工場以外である場合の用途変更及び用途変更を伴う建て替えを目的とす 

る開発行為及び建築行為の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（適用の範囲） 

第２ この基準に係る建築物は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。 

⑴ 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区 

域が拡張された際すでに存し、継続して存在する建築物。 

⑵ 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区 

域が拡張された後、適法に建築されたもので、築後２０年以上経過した建築物。 

  ただし、次のア又はイに該当する建築物は、本提案基準を適用しないものとする。 

  ア 法第２９条第１項第２号の規定に該当する農林漁業の用に供する倉庫。 

  イ 特定工作物(法第４条第１１項に定める特定工作物、都市計画法施行令第１条第２

項第１号及び第２号に掲げる工作物でその規模が１ｈa未満のもの及びそれらに準

ずるものをいう。)の付属建築物として法第２９条に基づく許可又は法第４３条に基

づく許可を受けた建築物。 

⑶ 都市計画法の一部を改正する法律(平成１２年法律第７３号)による改正前の都市計

画法第４３条第１項第６号の規定に該当し建築された建築物。 

（計画基準） 

第３ この基準に係る用途変更は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

⑴ 既存建築物の敷地に区画の変更が生じないこと。 

⑵ 既存建築物の用途が住宅及び工場以外であって、別表（イ）欄の用途間に変更がな 

く、かつ、新たに周辺の市街化を促進する恐れがないと認められるもの。 

   ただし、別表（ロ）欄の内、用途変更後の建築物の用途が次のいずれかに該当する 
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場合は、適用しないものとする。 

  ア 「物品販売店舗」の区分の内、大店立地法に規定する「大規模小売り店舗」 

  イ 「歓楽施設（Ａ）～（Ｅ）」 

  ウ 「宿泊施設」 

  エ 「火薬類製造貯蔵所」・「工場」 

  オ 「卸売市場」・「と畜場」・「汚物処理場」・「ごみ焼却場」・「火葬場」・「産業廃棄物 

処理場」 

（運用原則） 

第４ 用途変更後の建築物は、「判断基準」に示す要件を満たすほか、周辺の土地利用の状 

況等を総合的に勘案の上やむを得ないと認められるものであること。 

（予定建築物の規模） 

第５ 予定建築物の延床面積は、既存建築物の１．５倍以下であること。 

（事務処理） 

第６ 区画の変更がなく造成工事のみが生じる場合は、法第３４条第１４号に該当する 

ものとして処理する。 

（附 則） 

この基準は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

（施行期日）

この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。

（施行期日）

この基準は、平成２７年 ４月２３日から施行する。
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<提案基準８>   

(長屋住宅を建築する目的で旧都市計画法第 43 条第 1 項第 6 号の

規定による既存宅地の確認を受けた土地における自己の居住の

用に供する一戸建専用住宅への建替えを目的とする開発行為等

の取り扱い)

（趣 旨） 

第１ この基準は、「都市計画法第３４条第１４号及び同法施行令第３６条第１項第３号ホ

に関する判断基準」（以下「判断基準」という。）第６の規定に基づき、長屋住宅を

建築する目的で都市計画法の一部を改正する法律（平成 12年法律第 73 号）による

改正前の都市計画法第 43条第 1項第６号の規定による宅地（以下「既存宅地」とい

う。）の確認を受けた土地における自己の住居の用に供する一戸建専用住宅への建替

えを目的とする開発行為及び建築行為の取り扱いについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

（適用の範囲） 

第２ この基準に係る建築物は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

 （1） 既存宅地の確認を受けた土地に建築され、築後 20年以上経過した建築物の建替

えであること。 

 （２） 既存宅地の確認を受けた土地の全部を活用した共同建替えが困難であること。 

（３） 建替えにより、既存宅地の確認を受けた土地に存する住宅戸数の増加がないこ

と。 

（予定建築物の規模等） 

第３ 申請に係る建築物（以下「予定建築物」という。）の規模等については、次の各号の

いずれにも該当しなければならない。 

 （１） 外壁後退距離は、敷地境界線から１ｍ以上であること。 

     ただし、建築物の敷地が２ｍ以上接する建築基準法第 43条第 1項に規定する道

路（同条第 1項ただし書きに規定する空地を含む。）の境界線からの外壁後退距離を

１ｍ以上とし、かつ、準耐火建築物としたものについては、この限りでない。 

 （２） 高さは、１０メートル以下であること。 
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（公共施設の帰属管理） 

第４ 建築物の敷地が２ｍ以上接する建築基準法第 43条第 1項に規定する道路（同条第 1

項ただし書に規定する空地を含む。）については、原則として本市に帰属し、又は寄

付し、管理されるものであること。 

（附則） 

この基準は、平成２１年 ６月２５日から施行する。 
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３． 東大阪市開発審査会 

資 料 作 成 要 領 
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東大阪市開発審査会資料作成要領 

開発審査会に付議するため資料が必要ですので、次の手順に従って作成してください。 

１．下記の注意事項に従い、「見本」を２部作成し、開発指導課に提出してください。 

２.「見本」を審査して返却しますので、その指示に従って訂正等を行った資料を、指定の

期日までに開発指導課に提出してください。（部数については開発指導課に確認のこと） 

３．再審査して返却しますので、指示した日までに提出してください。（部数については

開発指導課に確認のこと） 

注意事項 

➀ 製 本 

・製本の大きさはＡ４とし、ホッチキス綴じとすること。 

 ・表紙の穴の位置に通し穴をあけること。（表紙は「見本」の返却時に渡します。） 

・Ａ４サイズに折り畳んだ後、図面の右下隅に図面名称を赤で表示すること。 

・インデックスをつけること。 

➁ 必要図面（図面の大きさは、Ａ３を原則とする。） 

順序 図面名称 記入事項 備考

１ 位置図

（１／１０

０００）

但し、右記

の記入事項

が確認でき

ない場合、

これ以外と

する。

・ 申請地を赤色で斜線表示する。

・ 最寄駅を黄色で表示する。

・ 東大阪市の全体図

・ 方位を(北を上にすること)、縮尺

      記入例

                Ｎ

     申請地   

     位置図   １／１００００

Ａ－３サイ

ズとするこ

と。

市内域図に

は申請場所

を赤色で表

示。

市境界線が

ある時は境

界線を赤で

表示。

Ａ駅

Ｂ

駅
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順序 図面名称 記  入  事  項 備考

２ 土地利用

現 況 図

（１／２

５００）

・申請地を赤色で斜線表示 

・指定区域の表示

 市街化調整区域   (橙色) (区域内) 

宅地造成規制区域  (茶色) (区域外) 
・ 申請地周囲３００ｍの建物用途現況の色表示

別紙｢建物用途別現況図凡例｣による

 公益的施設      (茶色) 

 商業、業務施設    (赤色) 

 住居、農業施設    (黄色) 

 工業施設、その他   (青色) 
・ 凡例、方位(北を上にすること)、縮尺

記入例

 凡例              Ｎ

茶 公益的施設

赤 商業、業務施設

黄 住居、農業施設

青 工業施設、その他

               宅地造成規制

区域

市街化調整区域

            ３００ｍ

               １／２５００

             土地利用現況図

原則Ａ－３サ

イズとする。

市境界線があ

る時は赤で表

示。

※市町村名を

表示

  例

   申請地

    赤 

    基準

    所帯 

申請地
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市道東大阪線（幅員４．７ｍ）

３ 土地利用

計画図

兼排水計

画図

(1/100 又

は 1/200) 

凡例                N

   開発区域         

   汚水

   雨水、雑排水

       〇〇水利組合管理水路    

               里道(建築基準

               法第４２条第

               ２項道路）

(幅員２．７ｍ)
浄化槽          

1/100
       土地利用計画図兼排水計画図 

汲み取り式便

所の時は、汲

取り口を茶色

で 表 示 の こ

と。

４ 予定建築

物の平面

図(1/100 又

は 1/200)

・各階平面図

・面積表(建築面積、各階面積、延べ面積) 

・方位、縮尺

 小規模なも

の (専用住宅

等 )はできる

だけ 1 枚の図

面にまとめる

こと

５ 予定建築

物の立面

図 (1/100 又

は 1/200)

・主要２方向立面図

・建物の最高高さ

・縮尺

浄化槽構

造図(縮尺

は適宜) 

・浄化槽の形状、構造及び大きさ 認定浄化槽以

外の浄化槽を

設置するとき

必要。

予定建築物
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順序 図面名称 記 入 事 項  備  考

そ

の

他

必

要

に

応

じ

て

添

付

す

る

図

書

従前の建

築物位置

図(１／１０

０００程度)

・従前の位置及び申請地を赤で斜線表示

・該当する収用対象事業の名称、収用線   (赤) 

・ 方位、縮尺                

従前の建

築物配置

図 (1/100 又

は 1/200)

・収用対象部分境界線、従前の敷地境界線   (赤)

・ 従前の建物の配置         

・ 方位、縮尺

 収用対象事

業 等 に 伴

う 移 転 の

時必要。

従前の建

築物

平面図

(1/100 又

は 2/200)

・ 各階平面図

・ 方位、縮尺

・ 新旧対照表            (記入例) 

  旧 新 倍率

敷地面積 130.20 ㎡ 140.00 ㎡ 1.1倍

建築面積 50.00 ㎡ 50.00 ㎡ ―――

延べ面積 70.00 ㎡ 90.00 ㎡ 1,3倍

階 数 2 階 2 階 ―――

※倍率は(新÷旧)とすること。

新旧対照表は

別紙にしてよ

い。

延べ面積の倍

率が 1,5 倍を超

え、規定面積以

下の時は、備考

欄に〇〇㎡以

下と記入する

こと。

注） この必要図面は一般的な申請の場合に必要となる図面を示したものであり、

例示以外の図面の提出を求める場合があります。 
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（別 紙） 

建 物 用 途 別 現 況 図 凡 例 

中 分 類 小 分 類 摘      要 色 別

官  公  署

地 方 国 家 施 設 府県庁、裁判所、出先官公庁等  

茶色

自 治 体 施 設 市役所、消防署等 

通 信 施 設 電話局、郵便局 

運輸供給施設 供 給 処 理 施 設 卸売市場、火葬場、汚物処理場 

運 輸 施 設 駅舎、停車場、車庫、倉庫業を営む倉庫

等 

文教厚生施設

教 育 施 設 小、中、その他学校、養成所等 

研 究 施 設 研究所、気象台、天文台等 

文 化 施 設 図書館、美術館、公民館等 

宗 教 施 設 神社、寺院、教会等 

記 念 施 設 国宝保存建物 

運 動 施 設 体育館、競技場等 

社 会 保 護 施 設 保育所、母子寮等 

病 院 施 設 病 院 施 設 病院、助産所、保健所等 

興 業 施 設 興 業 施 設 劇場、映画館、興業場等  

赤色 

風俗営業施設 風 俗 営 業 施 設 料理屋、ｶﾌェ-、ﾊﾞ-、旅館、ﾎﾃﾙ、舞踏場等 

販売商業施設 集 合 販 売 施 設 百貨店、ﾏｰｹｯﾄ、市場等 

一 般 店 舗 施 設 小売店舗、飲食店、浴場、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ等

業 務 施 設 業 務 施 設 銀行、会社、事務所等 

住 居 施 設 独立及び 2戸建住宅 一般住宅、長屋住宅等  

黄色 集 合 住 宅 共同住宅、寄宿舎、公営住宅等 

農漁業施設 農 業 施 設 農家、家畜飼養所、農業用倉庫、温室等

漁 業 施 設 漁家、漁業施設等 

工業 施 設 工 業 施 設 各種工場、作業場等 青色

そ の 他  倉庫等 


